
様式１

作成基準日 作成担当部署

0 0 ）

役員平均年齢
役員の平均年収（千

円）

職員数（うち地方公共
団体出向者・退職者）
※臨時・パートを除く。

職員の平均年収（千円）
※臨時・パートを除く。

55歳 0
6人
(1人)

3,592

R4年度 R5年度 R6年度 R4年度 R5年度 R6年度

資産合計 55,475 66,243 78,794 総収入 147,470 133,729 164,497

負債合計 21,852 27,293 26,768
（うち市からの指定管
理料、事業委託料、補

助金、負担金等）
84,518 86,313 91,145

（うち有利子負債） 0 0 0 経常損益

資本合計 33,623 38,950 52,026
当期一般正味財産

増減額
△ 8,494 5,327 13,076

（資本合計）－（資本
金）

33,623 38,950 52,026
一般正味財産

期末残高
33,623 38,950 52,026

R4年度 R5年度 R6年度

18,919 17,839 18,494

3,689 3,689 3,689

3,531 3,431 3,431

500 477 500

5,060 0 0

457 457 457

0 5,000 13,000

0 0 0

32,156 30,893 39,571

52,362 55,420 52,997

R4年度 R5年度 R6年度

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

地方公共団体
による監査結
果

その他の特記
事項

　なし

合計

3）人的支援

（具体的な内容）

　事務局長に市職員ＯＢを派遣

　なし

　①損失補償契約に係る
     債務残高

　なし

　②貸付金残高 　なし

　③出資金 　追加出資なし

参考（事業・業務委託料、指
定管理料）

Ｒ６：母智丘公園指定管理料

2）その他の財政的支援

項目
金額(千円）

備考（目的、内容、算出根拠等）

　⑥スポーツキャンプ誘致
補助金

プロスポーツキャンプ誘致のための営業活動に要する経費への補助金

　⑥イベント開催費補助金
（焼肉カーニバル）

都城焼肉カーニバルの開催に要する経費への補助金

　⑦サイクルツーリズム構
築事業助成金

合計

市の地域特性を活かし観光の振興に寄与するイベントを開催するものに対し補助金を交付する。

　③都城もちお桜まつり開
催費補助金

市の地域特性を活かし観光の振興に寄与するイベントを開催するものに対し補助金を交付する。

　④観光パンフレット作成補
助金

観光客誘致を図るため、観光パンフレット等を作成し、より効果的な観光宣伝を行う（一社）都城観光
協会に対して補助金を交付する。（関之尾リーフレット、よかよか観光マップ、サイクリングマップな
ど）

　⑤滝の駅解体事業補助金 滝の駅解体に要する経費への補助金

項目
金額（千円）

第三セクターへ
の関与の状況

1）財政的支援

項目
金額(千円）

備考（目的、内容、算出根拠等）

　①補助金、負担金
観光協会組織強化のために派遣した市職員ＯＢ（局長）の賃金を含む職員６人分に要する人件費補
助及び負担金（賛助会費）

　②弓まつり全国弓道大会
開催費補助金

役職員数及び
給与の状況

役員数（うち地方公共団体
出向者・退職者）

職員平均年齢
※臨時・パートを除く。

23人
（3人）

44歳

財務状況

貸
借
対
照
表
か
ら

項目
金額（千円）

損
益
計
算
書
・
収
支
計
算
書
か
ら

所在地 　〒　885-0023　　　　　　都城市都北町５２２５番地１

設立年月日 　平成17年11月15日　　　　ホームページアドレス    http://www.miyakonojo.tv/

資本金 千円（市出資等額： 千円、　出資等割合： 0.00%

都城市 第三セクター経営状況報告書

令和７年３月31日現在
　都城市　観光PR部　みやこんじょＰＲ課
　電話　0986－23－2615

第三セクターの業務概要

第三セクター

名　　称 　一般社団法人都城観光協会
【目的】
この法人は、都城市及び周辺地域の観光に関する事業
の振興及び促進並びに自然環境の健全な保全を図り、
地域経済の発展に寄与することを目的とする。
【業務内容】
１　この法人は上記の目的を達成するために、次の事
業を行う。
（１）観光宣伝並びに観光客の誘致及び案内に関する
事業
（２）観光事業の計画、促進及び調査研究に関する事業
（３）観光関係情報の収集及び提供に関する事業
（４）行政及び観光事業諸団体・機関等との連絡調整及
び連携に関する事業
（５）観光地の管理運営及び自然環境整備に関する事
業
２　この法人は上記公益事業のほか、次の収益事業を
行う。
（１）観光センター経営
（２）スポーツ大会等の開催

代表者 　会長　東郷　研哉


